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定期監査の結果に関する報告に係る措置報告について 

 

平成２９年２月６日付け監査報告第４号により提出のありました定期監査の

結果に関する報告書において、改善等を要する事項として指摘のありました事

項について、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき報告します。 

  

  



定期監査の結果に基づき講じた改善措置 

 

 

福祉部障害者支援課 

環境部環境政策課 

 

障害者支援課について 

① 社会福祉費負担金（身体障害者援護施設措置費自己負担金、知的障害者援

護施設措置費自己負担金）及び雑入（重度心身障害者医療高額療養費等受入

金）において、過年度収入未済金が存在している。財源の確保及び負担の公

平性の観点から、当該収入未済金の適切な債権管理及び徴収に努められたい。 

【指摘事項】① 

 社会福祉費負担金については、臨戸徴収、文書・電話等催告等の手段を用

い、納入誓約書の徴取等の時効中断措置を取るなど収入未済金の完納、減少

に努め、適切に債権を管理します。 

雑入については、現在、訪問、文書及び電話による催告を継続して行うこ

とにより、債権の消滅及び減少を進めており、引き続き適切な進行管理を行

い収入未済金が解消するよう努めます。さらに、通常業務における滞納の未

然防止策としては、重度心身障害者医療申請時に高額療養費制度の周知を図

り、それでもなお新たな債権が発生した場合には、速やかに債務者との交渉

に着手するとともに適切な債権管理に努めます。 

 

 

環境部環境政策課について 

① 下関市環境美化条例（以下「条例」という。）違反に係る過料の処分の決定

における過料処分決定通知書において、宛名の空欄、日付の誤り、条例の適

用条号の誤り等が見受けられた。適切に事務処理されたい。 

【指摘事項】① 

過料処分決定通知書について、現場での発行時、違反者に決定通知を交付

する前に再度誤りがないか複数人にて確認する様、環境美化推進員に指導し

ました。 

今後は適正に事務処理を行ってまいります。 

 


